
一
頁

○
文
部
科
学
省
告
示
第
百
二
十
四
号

大
学
等
に
お
け
る
職
業
実
践
力
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
認
定
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

山
口

俊
一

大
学
等
に
お
け
る
職
業
実
践
力
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
認
定
に
関
す
る
規
程

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
大
学
等
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
大

学
（
同
法
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
大
学
院
及
び
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
を
含
む
。
）
及
び

同
法
第
百
十
五
条
に
規
定
す
る
高
等
専
門
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
正
規
の
課
程
（
同
法
第
九
十
一
条
に
規

定
す
る
専
攻
科
及
び
別
科
並
び
に
同
法
第
百
十
九
条
に
規
定
す
る
専
攻
科
の
課
程
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特

別
の
課
程
（
同
法
第
百
五
条
（
同
法
第
百
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
別
の
課

程
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
職
業
に
必
要
な
実
践
的
か
つ
専
門
的
な
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
実
務
に
関
す
る
知
識
、
技
術
及
び
技
能
に
つ
い
て
体
系
的
な
教
育
を
行
う
も
の
を
文
部
科
学
大
臣
が
認
定
し

て
奨
励
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
人
の
職
業
に
必
要
な
能
力
の
向
上
を
図
る
機
会
の
拡
大
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。



二
頁

（
認
定
）

第
二
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
大
学
等
の
正
規
の
課
程
又
は
特
別
の
課
程
（
以
下
「
課
程
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
職
業
実
践
力
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

対
象
と
す
る
職
業
の
種
類
及
び
身
に
付
け
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
具
体
的
か
つ
明
確
に
定
め
、
公
表
し
て
い

る
こ
と
。

二

対
象
と
す
る
職
業
に
応
じ
、
前
号
の
能
力
を
身
に
付
け
る
の
に
必
要
な
実
務
に
関
す
る
知
識
、
技
術
及
び
技
能

を
修
得
さ
せ
る
教
育
課
程
で
あ
る
こ
と
。

三

対
象
と
す
る
職
業
に
関
す
る
企
業
、
団
体
等
（
以
下
「
企
業
等
」
と
い
う
。
）
と
連
携
し
て
行
う
授
業
、
双
方

向
又
は
多
方
向
に
行
わ
れ
る
討
論
を
伴
う
授
業
そ
の
他
の
実
践
的
な
方
法
に
よ
る
授
業
が
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
総
授
業
時
数
の
一
定
割
合
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

四

審
査
、
試
験
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
学
修
の
成
果
に
係
る
評
価
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

五

学
校
教
育
法
第
百
九
条
第
一
項
（
同
法
第
百
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
評
価

を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

六

教
育
課
程
の
編
成
及
び
前
号
の
評
価
を
行
う
に
当
た
り
、
企
業
等
の
意
見
を
聴
く
た
め
の
仕
組
み
を
整
備
し
て

い
る
こ
と
。



三
頁

七

授
業
の
内
容
や
受
講
者
の
利
便
等
を
勘
案
し
、
授
業
を
行
う
時
間
、
時
期
、
場
所
等
に
つ
い
て
社
会
人
が
受
講

し
や
す
い
工
夫
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

（
変
更
等
の
届
出
）

第
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
課
程
を
置
く
大
学
等
は
、
当
該
課
程
の
変
更
又
は
廃
止
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
施
状
況
の
報
告
等
）

第
四
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
課
程
を
置
く
大
学
等
に
対
し
、
当
該
課
程
の
実

施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
必
要
に
応
じ
、
書
類
、
面
接
又
は
実
地
に
よ
り
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

（
認
定
の
取
消
し
）

第
五
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
し
た
課
程
が
廃
止
さ
れ
た
と
き
又
は
同
条
各
号
に
掲
げ

る
要
件
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
告
示
）

第
六
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
を
し
た
課
程
の
名
称
そ
の
他

必
要
な
事
項
を
官
報
で
告
示
す
る
。
こ
れ
ら
の
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
告
示
す
る
。



四
頁

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


